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１ 監査のテーマ 

  自動体外式除細動器(ＡＥＤ)設置・管理状況について

２ 監査の目的 

自動体外式除細動器(以下、「ＡＥＤ」という。)は、心停止(心室細動)となった人に

対し、施設職員や通行人等その場に居合わせた人が使用して救命活動を行うことので

きる医療機器である。国が、平成１６年７月に非医療従事者による取り扱いを示して

から、多数の人々が利用する施設を中心に普及してきている。 

このような中で、国は、平成２１年４月にＡＥＤが医療機器であり、適切に管理を

行う必要があることから管理の徹底に関する通知を行っている。更に、平成２５年９

月には、ＡＥＤの効果的かつ効率的な配置、拡大を進めるため、適正配置に関するガ

イドラインを示している。本市においても、ＡＥＤの設置・管理が適切に行われてい

るかなどを監査し、今後のＡＥＤの適切な管理に資することを目的に監査を実施した。 

３ 監査の対象 

 平成２８年１１月１日現在における市の施設(指定管理者制度導入施設等を含

む。)に係るＡＥＤの設置及び管理事務 

４ 監査対象部署 

  全部署 

５ 監査の実施期間 

平成２８年１１月２１日から平成２９年６月１９日まで 

６ 監査の方法 

監査対象部署に対し、調査票や関係書類の提出を求めて調査を行うとともに、必要

に応じ担当職員等から説明聴取を行った。 

７ 監査の着眼点 

次に掲げる視点から監査を行った。 

(1) ＡＥＤの設置場所の表示が適切に行われているか。 

(2) ＡＥＤの日常的な点検の実施や管理が適切に行われているか。 

(3) ＡＥＤの操作方法の習得が適切に行われているか。 



台数
総務部 地域コミュニティ課 1 市民活動サポートセンター 1

社会福祉課 2 児童発達支援センター 1
3 高橋応急仮設住宅 1
4 勤労青少年仮設住宅 1
5 多賀城中学校仮設住宅 1
6 鶴ヶ谷児童館 1
7 西部児童センター 1
8 多賀城小放課後児童クラブ 1
9 天真小放課後児童クラブ 1
10 城南小放課後児童クラブ 1
11 多賀城東小放課後児童クラブ 1
12 多賀城八幡小放課後児童クラブ 1
13 多賀城市子育てサポートセンター 1
14 鶴ケ谷保育所 1
15 笠神保育所 1
16 志引保育所 1
17 八幡保育所 1
18 桜木保育所 1

健康課 19 市役所庁舎内 1
20 シルバーヘルスプラザ 1
21 屋内ゲートボール場 1
22 シルバーワークプラザ 1
23 桜木住宅高齢者生活相談所 1
24 多賀城小学校
25 多賀城東小学校
26 山王小学校
27 天真小学校
28 城南小学校
29 多賀城八幡小学校
30 多賀城中学校
31 第二中学校
32 東豊中学校
33 高崎中学校
34 多賀城市立図書館 2
35 山王地区公民館 1
36 大代地区公民館 1
37 多賀城市文化センター
38 多賀城市総合体育館
39 多賀城市市民プール 1
40 多賀城市市民テニスコート 1

上水道部 管理課 41 上水道部庁舎 1
56合計

3
2

2
2
2
2

2教育総務課
2
3
2
2
2

子育て支援課

生活再建支援室
保健福祉部

教育委員会
事務局

設置施設担当部署名

介護福祉課

保育課

生涯学習課

８ 監査結果の概要 

 (1) 設置施設の状況 

  設置施設の状況については表１のとおりである。

 表１ 施設別設置状況                       (単位：台) 



購入 リース 寄贈 その他 合計

26 20 10 0 56

１人 ２人 ３人以上 合計

7 19 30 56

毎日している
２～３日おきに
している

その他 合計

15 5 36 56

あり なし 合計 あり なし 合計

39 2 41 15 26 41

施設の外から見える場所へ
の表示

AEDが設置されている場所
への案内表示

日常点検表
あり

日常点検表
なし

合計

19 37 56

 (2) 設置場所の表示状況 

  市の施設にＡＥＤが設置されていることを表示・案内している表示の状況について

は表２のとおりである。 

表２ 設置場所の表示状況        (単位：施設)

(3) 取得方法の状況 

  取得方法の状況については表３のとおりである。 

表３ 取得方法の状況                     (単位：台)

(4) 点検の状況 

  点検の状況については表４のとおりである。 

表４ 点検の状況              (単位：台)

  ※「その他」は月1回実施、実施していない等が含まれる。 

(5) 日常点検表の状況 

  日常点検表の状況については表５のとおりである。 

表５ 日常点検表の状況          (単位：台)

(6) 点検担当者選任数の状況 

  点検担当者選任数の状況については表６のとおりである。 

表６ 点検担当者選任数の状況        (単位：台)



使用した 使用していない 合計

1 55 56

表示ラベル(消耗
品、本体管理)あり

表示ラベル(消耗
品のみ)あり

表示ラベル(本体
管理のみ)あり

表示ラベル(消耗
品、本体管理)なし

合計

23 32 0     ※　1 56

講習会を受講したこと
のない人の割合

講習会を３年以内に
受講した人の割合

講習会を３年より前に
受講した人の割合

合計

11.8 83.8 4.4 100

あり なし 合計 あり なし 合計

3 53 56 4 52 56

電極パッドの交換時期目安の過ぎてい
るもの

バッテリの交換時期目安の過ぎている
もの

(7) 表示ラベル等の状況 

  表示ラベル(消耗品)等については表７のとおりである。 

表７ 表示ラベルの状況                       (単位：台)

※消耗品、本体管理の表示ラベルが両方ない１施設(台)は、リース会社がすべ

て管理しているためである。 

(8) 消耗品の管理状況 

 消耗品の管理状況については表８のとおりである。 

表８ 消耗品の管理状況                   (単位：台)

(9) 操作方法の習熟度の状況 

  操作方法の習熟度の状況については表９のとおりである。 

表９ 操作方法の習熟度の状況                    (単位：％)

    ※施設の職員に対する割合である。 

(10) ＡＥＤの使用状況 

  過去にＡＥＤの使用状況については表10のとおりである。 

表10 ＡＥＤの使用状況           (単位：台)



番号 施設名 登録あり 登録なし 合計

1 本庁舎等 0 2 2

2 地域コミュニティ施設 0 1 1

3 児童・保育施設 8 5 13

4 保健・福祉施設 2 6 8

5 文化・社会教育施設 2 2 4

6 学校施設 5 5 10

7 スポーツ施設 0 3 3

17 24 41計

(11) 財団法人日本救急医療財団への設置者登録状況 

  財団法人日本救急医療財団への設置者登録状況については表11のとおりである。 

表11 財団法人日本救急医療財団への設置者登録状況      (単位：施設)



９ 監査の結果 

(1) ＡＥＤの設置場所の表示が適切に行われているか。 

  多賀城市のＡＥＤの設置状況については、台数として５６台設置されており、設

置施設数としては、４１施設となっている。 

設置場所の表示状況については、施設の入口である玄関など施設外から見える場

所に設置していない台数は３台(２施設)であった。また、設置場所の案内表示をし

ていない台数は、３３台(２６施設)であったが、設置場所が玄間前など比較的わか

りやすい場所にあるものがほとんどであった。 

ＡＥＤの設置場所については、一般市民等誰もがわかりやすく、瞬時に設置場所

の特定ができなければ、緊急事態への対応は困難であることに鑑み、設置場所の表

示は大変重要であると考える。 

したがって、設置しているＡＥＤがより有効的に機能するためには、その施設

がＡＥＤの設置場所であることを認識しやすい表示、また、施設の規模等を考慮し、

設置場所への案内誘導表示の仕方などについて改めて再確認願いたい。 

(2) ＡＥＤの日常的な点検の実施や管理が適切に行われているか。 

  ＡＥＤの日常的な点検の実施、管理をする目的は、いざという時に使用出来る状

態にしておくということである。そのため、ＡＥＤの適切な管理方法について、平

成２１年厚生労働省の通知が出されているところである。 

  通知の中では、 

  ア 設置したＡＥＤの日常点検等を実施する者として「点検担当者」を配置し、

日常点検等を実施させて下さい。 

イ ＡＥＤ本体のインジケータのランプの色や表示により、ＡＥＤが正常に使 

 用可能状態を示していることを日常的に確認し、記録して下さい。 

ウ ＡＥＤ本体又は収納ケース等に表示ラベルを取り付け、この記載を基に電 

極パットやバッテリの交換時期を日頃から把握し、交換を適切に実施して下

さい。 

   等について示されている。 

    点検者担当選任数の状況をみると、全施設(全台数)で選任されていることが確認

できた。 

  日常的な点検の実施状況については、毎日実施していると回答している台数は、

１５台(１３施設)であった。施設の休日等を除き、日常的な点検を実施されたい。 

  また、日常点検表については、３７台(２５施設)で記載されていなかったことか

ら、日常的に点検している結果を記録するため、日常点検表の作成をされたい。 

  さらに、消耗品の管理状況をみると、電極パッドの交換時期の期限切れ目安が過

ぎたものは３台(３施設)、また、バッテリの交換時期の期限切れの目安が過ぎたも

のは４台(３施設)あったが、監査報告時までにはすべて交換されていた。引き続き、



消耗品等管理のため、表示ラベルへの適正な記載を行い、電極パッドやバッテリ等

の交換時期を日頃から把握されたい。 

(3) ＡＥＤの操作方法の習得が適切に行われているか。 

施設職員に対するＡＥＤの操作方法の習得のための講習会の受講状況は、３年以内

に講習会を受講している人の割合が８３％、３年より依然に受講した方の割合が５％で合

わせて、８８％の方が使用方法の習得をしている状況にあり、講習会を受講していない人

がいない施設はなかった。 

 緊急時にＡＥＤを使用できる状況にあることが求められていることから、継続的に講習会

を受講し、できる限り施設職員全員が受講できるよう配意願いたい。 

10 むすび 

多賀城市においては、多数の市民が利用する施設へのＡＥＤの設置については、設

置され普及しているが、引き続きＡＥＤをより適切に管理を行い、設置の効果を上げ

ていくことが重要と考える。 

ＡＥＤは、施設に設置されていればよいというものではなく、施設内の適切な場所

に配置され、日々の点検や消耗品を交換するなど適切な管理を行い、いつでもＡＥＤ

が正常に作動する状態にしておく必要がある。また、ＡＥＤの使用を含め救命が適切

に行える人材の存在が重要であり、これらが有機的に働くことでＡＥＤ設置の効果が

発揮されるものである。 

このため、ＡＥＤのある施設は、設置した場所がわかりやすいよう工夫した配置や

表示をしていただきたい。 

また、ＡＥＤが正常に作動するかを確認するため、点検表を作成し、日常的な点検

の徹底をしていただきたい。 

さらに、施設職員に対しては、ＡＥＤの使用方法についての教育、訓練を実施し、

いつでも使用できる人材育成をしていただきたい。 

加えて、ＡＥＤが市内のどこの施設に設置されているかを知っていただくことが重

要であることから、市民に対し周知を図られたい。 

最後に、救急救命においてはＡＥＤが使用される際に、その管理不備により性能を

発揮できないなどの重要な事象を防止するため、ＡＥＤの設置に当たっては、その適

切な管理等を徹底されるよう切望するものである。 


